
 

 

 

 

 
 

 

令和 2 年 6 月 10 日 第 134 号 
  

                              浜田市農林業支援センター 
 

今年の春は、いつもと違い、新型コロナウイルスの影響で全国的にも非常事態の中

にありました。皆様におかれましても、少なからず影響があったことと思います。まだまだ、新型コロナウイ

ルスの影響は続くと思いますが、人と接する際には、３密を避け、うがい・手洗い・ソーシャルディスタンス

（適度な距離をとること）を心がけましょう。 

また、これからの農作業は蒸し暑い中での作業になりますが、こまめに水分補給をし、熱中症にならないよ

うお気を付けください。               （ 浜田市農林業支援センター長 石原孝光 ） 
 

                                       

 １.新規就農・認定農業者・集落営農支援チームからの話題 1 
 

  新型コロナウイルスのまん延により全国に発せられた「緊急事態宣言」が、5 月 25 日に解除されました。感

染者数は、ピーク時に比べ大幅な減少がみられますが、都市部を中心に日々感染者の報告は続き、経済活動の再

開もあり、第 2 波、第 3 波の感染拡大が懸念されています。 

こうした状況のなか、農業者のみなさんは、不安ながらも農作業を精力的に行っておられるのではないかなと

思っています。 

私たち各支援チームは、農業者のみなさんと話し合いや意見を交わしながら取り組みを進めていくことが重要

となりますが、コロナウイルス感染予防のため、チーム活動が大幅に制限されました。そうした中ではあります

が、認定農業者への個別訪問を行い、本年度の各種補助金の申請手続きの相談や受付に取り組むとともに、届出

等で当センターの「再生協議会」に来られた農業者のみなさんとの情報交換も進めることができました。 

今後、新型コロナウイルス感染予防の「新たな生活様式への移行」で制約も続きますが、チーム活動の幅を少

しずつ広げていきたいと考えています。 

次回からの「たより」では、各チームからの活動報告やタイムリーな情報の提供が出来るように、取り組んで

まいりますのでよろしくお願いします。 
 

 ２.転作作物の現地確認について（お知らせ） 
 

浜田市農業再生協議会では、下記の日程で、経営所得安定対策に係わる

「転作作物現地確認」を行う予定です。 

該当する生産者のみなさまには、「立札（現地確認票）」を送付します

ので、転作地にわかるように「立札」を立てておいていただきますようお

願いします。 

                       

                       

 

 
 

 
                                     

 
  

                                                
 

 

          
 

地区名 現地確認日（曜日） 

浜田 7 月 27 日（月）  

三隅 7 月 28 日（火）  

金城 7 月 29 日（水） 7 月 30 日（木） 

旭 7 月 31 日（金）  

弥栄 8 月 3 日（月） 8 月 4 日（火） 

「てご」とは、方言で「手伝う 

（支援する）」という意味です。 

当情報誌は、新規就農者、認定農業者、集落営農組織と関係機関

の皆様に配信しています。ご意見や掲載をご希望される場合は下

記までご連絡ください。 
 

■ 発刊 浜田市農林業支援センター (農林振興課 普及支援係)  

〒697-8501  島根県浜田市殿町１番地 （浜田市役所 4階）   

TEL：0855-22-3500   FAX：0855-22-3477  

E-mail：n-shien＠city.hamada.lg.jp 

 

ごあいさつ 

金城町の認定農業者の石橋隆弘さんか

らいただいた紫陽花「銀河」を、来庁

のみなさんにも見ていただきたく、支

援センター入口に飾りました。 

  


